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訓    令 
那覇市消防救急無線等検討委員会規程（消防本部総務課・共同訓令） 

那  覇  市  訓  令 第９号  

那覇市消防本部訓令 第５号  

平 成 2 4 年 ８ 月 １ 日  

施 行 済  

 

 

那覇市消防救急無線等検討委員会規程を次のように定める。 

 

 

               那  覇  市  長   翁 長  雄 志  

 

 

 

               那覇市消防本部消防長   仲 里  仁 公  
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那覇市消防広域化等検討委員会規程を廃止する訓令（消防本部総務

課） 
那覇市訓令第10号  

平成24年８月１日  

施   行   済  

 

 

那覇市消防広域化等検討委員会規程を廃止する訓令を次のように定める。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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公    告 
那覇市真嘉比古島第二除草作業業務委託契約について（区画整理課） 

那覇市公告第 106 号  

平成 24 年７月 27 日  

掲 示 済  

 

 

   那覇市真嘉比古島第二除草作業業務委託契約について 

 

 

那覇市真嘉比古島第二除草作業業務委託について、地方自治法施行令第 167条の

２第１項第３号及び那覇市契約規則第 21 条第２項により随意契約するので公表す

る。 

 

那覇広域都市計画事業 

真嘉比古島第二土地区画整理事業 

施行者 那覇市 

代表者 那覇市長 翁長 雄志  

 

 

 

1 物品等又は役務の名称及び数量契約内容 

那覇市真嘉比古島第二除草作業業務委託 

 

2 契約相手方の決定方法又は選定基準 

（1）地方自治法施行令第 167条の 2第1項第 3号に規定する団体等であること。 

（2）本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。 

（3）臨時的かつ短期的な就業を希望する本市の高齢退職者のために就業の機会

を確保するとともに、組織的に提供する業務を行っていること。 

（4）本市と契約実績があり、かつ当該履行状況が良好であること。 

 

3 申請方法 

見積書による。 

 

4 契約担当課 

都市計画部 区画整理課 
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住民票の職権消除の公示について（市民課） 
那覇市公告第 115 号  

平成 24 年８月２日  

掲 示 済  

 

 

 

   住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部市民課において縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

バッテリー式フォークリフト購入に係る一般競争入札の実施につい

て（クリーン推進課） 
那覇市公告第 125 号  

平成 24 年８月 15 日  

 

 

   バッテリー式フォークリフト購入に係る一般競争入札の実施について 

 

 

エコマール那覇リサイクル棟で使用する、バッテリー式フォークリフト２台購入

に係る一般競争入札を実施する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

  

 

入札参加要件 

納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足させるほか、沖縄の気

候風土に耐え得る耐久性、信頼性と良好な操縦性能を有するものを納入できる業者

とする。 

 

納入車両 

車両 1 バケット･ヒンジホークカウンター式バッテリー４輪フォークリフト 1台 

車両 2 回転フォーククランプカウンター式バッテリー４輪フォークリフト 1台 
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車両仕様 

1. 車両           カウンタ式バッテリー４輪フォークリフト 

2. 履行場所       エコマール那覇リサイクル棟(南風原町字新川 655番地) 

3. 履行期間       契約締結の日から 100日 

4. 標準仕様 

(1) 車両定格荷重          3,000kg 

(2) 揚高                  最大 3,000mm以上 

(3) フォーク外側間隔      最大 800mm以上 

(4) フォーク形状(長さ)     最低 1,200mm以上 

(5) 動作警告              作業中に周辺に動作を知らせる装置(警告灯等) 

(6) 防水規格              JIS防水規格IP×４レベル以上又は同等の防水規格 

(7) 防錆仕様であること 

(8) 入力電源              三相 200V 

5. 特別仕様 

車両 1 

(1) ヒンジ装置            最大荷重 3,000kg以上 

(2) バケット形状          平刃バケット 

(3) バケット容量          0.4㎥以上 

(4) 運転席天井            防雨使用 

(5) タイヤ                前輪ダブルタイヤ(ノーパンクタイヤ) 

後輪シングルタイヤ(ノーパンクタイヤ) 

(6) 文字入れ              ｢那覇市｣及び市章を車体に記入 

車両 2 

(1)   回転フォーククランプ   最大荷重 3,000kg 

(2)   運転席天井             防雨使用 

(3)   タイヤ                 前輪ダブルタイヤ(ノーパンクタイヤ) 

                         後輪シングルタイヤ(ノーパンクタイヤ) 

(4)   文字入れ               ｢那覇市｣および市章を車体に記入 

※車両の通常使用に対して当然必要と思われる装備品等は、乙の責により準備す

ること。 

※上記特別仕様の内容が車両標準仕様の場合は、この限りではない。 

 

6. 保証 

  納入後 1 年以内に故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければな

らない。ただし、製造会社等が別に定めた保障期間が 1年以上にわたる場合は、

それを適用する。 

特に重大な故障が発生した場合は、上記期間経過後であっても、甲と乙が協

議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある 

7. その他 

(1) 納入車両の指定        納入車両は新品でなければならない。 

(2) 特別教育        本車両を納入するに当たって、十分な操作指導を行うこと。 
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入札説明会 

日時：平成 24年８月 27日（月）10：00 

場所：那覇市環境部クリーン推進課 課内会議室 

   沖縄県島尻郡南風原町字新川 650番地（那覇市・南風原町環境施設組合管理

棟２階） 

 

入開札日 

日時：平成 24年８月 31日（金）10：00 

場所：那覇市環境部クリーン推進課 課内会議室 

   沖縄県島尻郡南風原町字新川 650番地（那覇市・南風原町環境施設組合管理

棟２階） 

 

問合せ先          

那覇市環境部クリーン推進課 

環境施設グループ      

担当：久場島・屋比久    

TEL 889－3567   

FAX 888－1274   

 

 

平成 24 年度コールセンター雇用環境実態調査業務委託に係る一般競

争入札の実施について（商工農水課） 
那覇市公告第 126 号  

平成 24 年８月 15 日  

 

 

   平成24年度コールセンター雇用環境実態調査業務委託に係る一般競争   

入札の実施について 

 

地方自治法第234条第1項に基づき、平成24年度コールセンター雇用環境実態調

査業務委託に係る一般競争入札を実施します。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 業 務 名  平成24年度コールセンター雇用環境実態調査 

 (2) 履 行 場 所  那覇市銘苅2丁目3番1号 商工農水課 

 (3) 履 行 内 容  仕様書による 

 (4) 契約予定日  平成24年９月初旬 

 (5) 履 行 期 間  契約締結日から平成24年12月10日まで 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1)  一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（以下「能力のない者」 

という）および破産者で復権を得ない者でないこと。 
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   能力のない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し同 

意権付与の審判を受けた人および未成年者で営業の許可を受けていない者を 

いう。 

（2） 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当すると認められ

る者で、その事実があった後 3年を経過しない者またはその者を代理人、支配

人その他の使用人もしくは入札代理人として使用する者でないこと。 

（3） 市税を滞納していないこと。 

（4） 経営状態が健全であると認められること。 

（5） 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市指名停止等措置要領に基

づく指名停止の措置を受けている期間がないこと（那覇市指名停止等措置要領

別表第1および第2の各号に掲げる措置要件に該当していないこと） 

（6） 暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員でない者。 

（7） 過去２か年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体とその種類及

び規模を同じくする契約を２回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者。 

 

３ 入札執行の日時及び場所 

 (1) 日時  平成24年８月31日（金）午前10時 

 (2) 場所  那覇市銘苅２丁目３番１号 

       那覇市役所銘苅庁舎３階 第２研修室 

  ※郵送による入札は認めません。 

 

４ 予算額 

  金2,000,000円 

 

５ 入札保証金 

那覇市契約規則第 12条第１項第２号の規定に基づき免除。 

 

６ 入札説明会 

(1) 日時  平成24年８月24日（金）午前10時 

(2) 場所  那覇市銘苅２丁目３番１号 

       那覇市役所銘苅庁舎３階 第２研修室 

 

７ 入札参加資格の確認申請 

(1) 提出期限  平成24年８月24日(金) 午後５時15分 

(2) 提出場所  那覇市銘苅２丁目３番１号 銘苅庁舎２階 商工農水課 

 

８ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は

無効とします。 

 

９ お問い合わせ 

  那覇市経済観光部商工農水課 

  〒900-0004 那覇市銘苅2丁目3番1号 銘苅庁舎2階 

  電話 098-951-3209  FAX 098-951-3213 
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消防本部公告 
消防訓練の実施について 

那覇市消防本部公告第２号  

平 成 24 年 ７ 月 2 5 日  

施 行 済  

 

 

   消防訓練の実施について 

 

 消防車が消防訓練においてサイレンを吹鳴しますので、消防法第 26条第 3項の規

定により次のとおり公告します。 

 

 

那覇市消防本部 

消防長 仲 里 仁 公  

 

 

訓練実施場所 吹鳴日時 出動車両 

那覇市若狭 

泊ふ頭第 8号岸壁 

平成 24年 8月 16日(木) 

14時 00分～16時 00分 
10台 

 

（消防本部救急課 救急指導係） 
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上下水道局規程 
那覇市上下水道局経営委員会規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第 10号  

平 成 2 4 年 ８ 月 １ 日  

公 布 済  

 

   那覇市上下水道局経営委員会規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 宮 里 千 里  
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上下水道局告示 
那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第９号  

平 成 2 4 年 ８ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

 

   那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１号の規定に基づき、別

紙のとおり告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 宮 里 千 里  

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加  

     

登録 
事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

番号 

404 竹原設備 西原町字兼久１４７番地 竹原 乾竜 
平成 24年 

7月 11日 

405 久米設備 那覇市高良２丁目１番２-102号 久米 清春 
平成 24年 

7月 30日 

 

 

 

教育委員会教育長訓令 
那覇市教育委員会法規担当主任設置規程 

那 覇 市 教 育 委 員 会 教 育 長 訓 令 第 ６ 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 3 1 日  

施 行 済  

 

 

   那覇市教育委員会法規担当主任設置規程を次のように定める。 

 

 

那覇市教育委員会 

教育長 城 間 幹 子  
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那覇市教育委員会例規審議会規程の一部を改正する訓令 
 

那 覇 市 教 育 委 員 会 教 育 長 訓 令 第 ７ 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 3 1 日  

施 行 済  

 

 

   那覇市教育委員会例規審議会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那覇市教育委員会 

教育長 城 間 幹 子  
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選挙管理委員会告示 
期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 16 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

 

   期日前投票所について 

 

 

平成 24 年 8 月 2 日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙の期日前投票所の場

所及び期間について、漁業法第 94 条において準用する公職選挙法第 48条の 2第 3

項読替え規定により次のとおり告示する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

 期日前投票所 

投票所に充てる施設の名称 所在地 期間 

那覇市選挙管理委員会 

（新都心銘苅庁舎 2階） 

那覇市銘苅 2丁目 

3番 1号 

平成 24年 7月 25日～8月 1日 

午前 8時 30分～午後 8時 

 

 

 

期日前投票所の投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名等に

ついて 
那覇市選挙管理委員会告示第 17 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

 

   期日前投票所の投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名等について 

 

 

平成 24 年 8 月 2 日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙の期日前投票の投票

管理者又はその職務を代理すべき者の選任について、漁業法施行令第 5条第 5項及

び第9条において準用する公職選挙法施行令第49条の7の規定により次のとおり告

示する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  
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期日前投票管理者 

氏名 住所 期間 

屋良和男 那覇市長田２丁目 27番３号 
平成 24年 7月 25日 

   ～平成 24年 8月 1日 

 

期日前職務代理者 

氏名 住所 期間 

田中博幸 那覇市字小禄 194番地 
平成 24年 7月 25日 

   ～平成 24年 8月 1日 

 

 

 

 

 

投票所について 
 

那覇市選挙管理委員会告示第 18 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

 

   投票所について 

 

 

 平成24年8月2日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙の投票の場所について、

漁業法第 94条において準用する公職選挙法第 41条の規定により次のとおり告示す

る。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

投票所に充てた施設の名称 所  在  地 

那覇市選挙管理委員会 

（新都心銘苅庁舎 2階） 

 

那覇市銘苅 2丁目 3番 1号 
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投票管理者及び同職務代理者の住所・氏名等について 
那覇市選挙管理委員会告示第 19 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

 

   投票管理者及び同職務代理者の住所・氏名等について 

 

 

 平成24年8月2日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙における那覇市投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について、漁業法施行令第 5条第

5項及び第9条において準用する公職選挙法施行令第 25条の規定により次のとおり

告示する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

投票管理者 同職務代理者 

住 所 氏 名 住 所 氏 名 

那覇市長田２丁目

２７番３号 
屋良 和男 

那覇市字小禄 

１９４番地 
田中 博幸 

 

 

 

投票所の開閉時刻の繰上げ(繰下げ)について 
那覇市選挙管理委員会告示第 20 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

   投票所の開閉時刻の繰上げ(繰下げ)について 

 

 平成24年8月2日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙についての投票所開閉

時刻の繰上げ（繰下げ）について、漁業法施行令第 6条の規定により次のとおり告

示する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

投票所 
投票所を 

開く時間 

投票所を 

閉じる時間 
備  考 

那覇市選挙管理委員会（新

都心銘苅庁舎 2階） 

 

午後 1時 00分 午後 5時 00分 
繰下 6時間 

繰上 3時間 
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開票の場所及び日時について 
那覇市選挙管理委員会告示第 21 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

   開票の場所及び日時について 

 

 平成24年8月2日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙における開票の場所及

び日時について、漁業法第 94条において準用する公職選挙法第 64条の規定により

次のとおり告示する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

１ 場  所    那覇市銘苅 2丁目 3番 1号 

新都心銘苅庁舎 2階 

那覇市選挙管理委員会  

 

２ 日  時    平成 24年 8月 2日（木）午後 8時 

 

 

開票管理者及び同職務代理者の住所･氏名等について 
那覇市選挙管理委員会告示第 22 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

   開票管理者及び同職務代理者の住所･氏名等について 

 

 平成24年8月2日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙における那覇市開票区

の開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について、漁業法施行令第 5条第

5項及び第9条において準用する公職選挙法施行令68条の規定により次のとおり告

示する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

開票管理者 同職務代理者 

住所 氏名 住所 氏名 

那覇市長田２丁目 

２７番３号 
屋良 和男 

那覇市字小禄 

１９４番地 
田中 博幸 
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開票立会人のくじを行う日時・場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 23 号  

平 成 2 4 年 ７ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

   開票立会人のくじを行う日時・場所について 

 

 

 平成 24 年８月２日執行の沖縄海区漁業調整委員会委員選挙における開票立会人

として届け出のあった者が 10人を超える場合のくじを行う日時・場所について、漁

業法第94条において準用する公職選挙法第62条の規定のより次のとおり告示する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 １ 場  所    那覇市銘苅 2丁目 3番 1号 

新都心銘苅庁舎 2階 

那覇市選挙管理委員会  

           

 

 ２ 日  時    平成 24年 7月 30日（月） 午後 5時 30分 

 

 

 

選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 24 号  

平 成 2 4 年 ８ 月 1 5 日  

 

 

   選挙人名簿の縦覧場所について 
 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 23 条第１項の規定により、平成 24 年

９月３日から同年９月７日まで縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名、住所

及び生年月日を記載した書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

縦覧場所  那覇市銘苅２丁目３番１号  新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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在外選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 25 号  

平 成 2 4 年 ８ 月 1 5 日  

 

 

   在外選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 30条の７第１項の規定により、平成 24

年９月３日から同年９月７日まで縦覧に供する在外選挙人名簿に登録した者の氏名、

経由領事官の名称、最終住所及び生年月日を記載した書面の縦覧の場所は、次のと

おりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

縦覧場所  那覇市銘苅２丁目３番１号   新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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